
長崎市景観計画に定める 

区域・基準等の説明 

協議、助言 

長崎市景観計画に則った 

設計への助言・指導 

必要に応じて 

ながさきデザイン会議の活用 

協議、助言・指導・基準の審査 

必要に応じて 

ながさきデザイン会議の活用 

完了確認 

助言・指導 

基準の審査 

適合通知書の交付等 

（計画に変更がある場合） 

※手続きの詳細については、別添のフローチャートを参照 

区域の確認 

(一般地区・景観形成重点地区) 

地区別基準等の確認 

土地の取得 

区域毎の基準に従った 

事業の計画 

基本計画 

事前相談 

事前協議書の提出 

設計（協議内容の反映） 

基本設計 

事前協議書の提出 

設計(協議内容の反映） 

実施設計 

変更届出書の提出 

（計画に変更がある場合） 

中止届出書の提出 

（計画を中止する場合） 

工事着手 

行為完了届出書の提出 

工事完了 

事業者 長崎市 

 次の場合、罰則の処分または事業者の氏名を公表することがあります。（景観法第100条から103条） 

 ・届出を行わない、又は虚偽の届出を行った場合 

 ・特定届出対象行為について、変更命令や原状復帰命令に従わなかった場合 

 ・行為の着手制限期日を守らずに着工した場合 

 

設計（協議内容の反映） 

行為届出書の提出 

実施設計 

建築確認申請 

（適合通知書受理後） 

基準に適合：適合通知書の交付 

   基準に不適合：再協議 
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